
令和 5年 4月 1日

【中 期 経 営 計 画】
(令和5年度から3年間)

(公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

1 経営方針

(1)安全で平穏なまちづくりの推進

警察本部や関係機関・団体等 との連携のもと、暴力追放 と薬物乱用防止に関す

る県民意識の高揚を図るため、広報 。啓発活動、相談・保護活動等を実施 して、

当センターの設立趣旨である「暴力及び薬物乱用のない安全で平穏なまちづくり」

に寄与する。

(2)自 主財源の確保 と効率的な事業展開

基本財産の運用益が減少する中、寄付金、賛助会費収入の安定化を図るため、

当センターの活動について、あらゆる機会を活用 して、積極的な広報に努め、賛

助会員の新規獲得及び会員の退会抑止を図 りつつ、効率的な事業運営を推進する。

(3)セ ンター業務の見直 しと諸経費の節減

暴力団からの離脱支援等、当センターの果たす役割はますます重要性を増 して

きている一方で、収益が減少する厳 しい財政事情の中、事業活動全般について質・

量を維持 しつつ、改善できる分野の見直 しを行いながら、経費節減を図る。

2 経営目標

(1)暴力追放・薬物舌L用 防止を図るための活動の推進

当センターは 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 32条の

3第 1項の規定により、埼玉県公安委員会から埼玉県暴力追放運動推進センター

に指定されていることから、同条第 2項に規定された

ア 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図

るための広報活動

イ 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助け

る活動

ウ 暴力団員による不当な行為に関する相談、保護及び救済活動
工 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動

オ 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動

力 暴力団事務所の付近住民等の生活の平穏等が害されることを防止する活動

キ 事業所に対する不当要求防止責任者講習

などの事業を推進するとともに、薬物乱用特に大麻事犯は、20歳代以下の若年層

を中心に乱用が増加傾向にあることから、広報啓発及び相談活動等を推進する。

(2)経営の安定化に向けた活動の推進

事業推進の財源を確保するため、基本財産の運用方策の検討及び自主財源の確

保を図 りながら、業務及び諸経費の見直 しを行い、経営の効率化、合理化を推進

する。

ア 基本財産の効率的運用等



当センターでは基本財産 10億 4,000万 円について、国債等の公共債を取得

し、運用益を得て事業活動を行っているところであるが、令和 2年度、満期償

還 となり普通預金で運用 していた 4,000万 円につき、令和 3年 10月 、東京都

公募公債 (0。 74%)を購入 し、運用益の増益を図った。

また、令和 7年 12月 に満期を迎える国債について、新たな運用先を検討 し、

減少幅を極力抑える。

今後も大幅な収入減 となることが見込まれている中で、経営環境はより厳 し

さを増すことか ら、金融機関等からの事前情報を収集 し、基本財産のみならず

特定資産の運用方法等を含め、一層の効率的な運用を図る。

イ 賛助会員の新規獲得等

新規会員獲得を積極的に行っているが、コロナ禍で、企業、団体等の経営の

見直 しなどにより、退会する会員 もいる状況で、大幅な会員増加は難 しい状況

にある。

よって、不当要求防止責任者講習をは じめ、各種活動を通 じて当センターの

事業活動の広報に努め、賛助会員 となった場合の特典を訴えるなど、新規会員

獲得を図 りながら、併せて既存会員の退会を抑止する。

また、寄付金についても関係団体への積極的な働き掛けを行い、増収を図る。

ウ 普及宣伝事業の見直 しと経費節減

○ 県民大会の事業の見直 し

毎年実施 している「暴力追放・薬物乱用防止埼玉県民大会」の行事催物に

ついては、参加者へ配布する記念品等を含め、、多額の経費が掛かることから、

より合理的な大会運営を念頭に事業の見直 し、費用削減を図っていく。

○ 安価で効果のある広報事業の推進

安価でより多くの県民に対する効果的な広報事業を推進するため、県警察

をはじめ関係機関、団体 との連携、協同した暴力排除・薬物乱用防止のため

の普及啓発キャンペーンを推進するとともに、公共施設の電光掲示板等を利

用 した効率的で効果のある広報活動を推進する。

○ 広報資料の作製見直 し

広 く県民に配布するリーフレット等については、当センターの活動を知 ら

せる上で必要な資料であるため、作製に当たっては、できる限 リペーパーレ

ス化に努めるとともに、必要な場合は紙質や部数等を考慮 し、より安価で効

果的な広報資料を作製する。
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〇 電光掲示板等を活用 した広報活動 28件以上

3 事業計画・実施方策

(1)広報啓発活動

ア 県民大会の開催

暴力団の実態及び薬物乱用の現状について、広 く県民の認識 を深め、暴力追

放 と薬物乱用防止意識の高揚 を図るため、県警察 との共催によ り「暴力追放・

薬物乱用防止埼玉県民大会」を開催す る。

イ 広報啓発資料の作製西己布
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暴力追放・薬物乱用防止に関する現状 と対策について、周知する広報啓発資

料 として、ポスター、バンフレット、 リーフレット、機関誌等を作製 (購入 )

し、各市町村、各種団体、企業等に幅広く西己布する。

ウ 各種大会等への参加 と講演、講話の実施

各種研修会、暴力団排除大会等に積極的に参加 し、暴力団排除対策、薬物乱

用防止に関する講演、講話を実施する。
工 広報活動の推進

県民の暴力追放・薬物乱用防止の意識高場を図るため

○ 公共施設などへのポスター掲示 と電光掲示板を利用

○ ホームページにセンター活動状況、暴力団情勢等を掲載

○ 各種キャンペーンの主催 (共催)及び支援

○ 他団体の機関誌、広報紙へのポスター等の掲載依頼

などを実施する。

(2)地域及び職域組織の結成及び活動の促進

ア 職域暴排組織の結成

県警察 と連携 し、新たな職域暴力排除組織の結成を働きかける。

イ 暴力排除組織への支援

○ 地域及び職域における暴力排除組織活動を活発化 させるため、各暴力排除

組織における総会、研修会等に参加 し、講演、講話等の支援活動を行 う。

○ 地域及び職域暴力排除組織が行 う暴力追放及び薬物乱用防止活動に対 し、

DVDの 貸出し、 リーフレッ ト等の広報資料を提供する。

ウ 事務担当者研修会の開催

地域暴力排除推進協議会 と連携 し、効果的な活動を推進するために事務担当

者研修会を開催する。

(3)本目談、保護及び救済活動
ア 効果的な相談活動の実施

○ 暴力追放相談委員及び薬物問題相談委員により、相談内容に対応 した適切

で効果的な相談業務を実施する。

○ 相談窓国の利用促進を図るため、講習会等の各種会合をはじめ、リーフレ

ット等による当センターの活動を継続 して広報するほか、県民の立場に立ち、

気軽に相談できる環境作 りに努める。

イ 訴訟費用等の貸付

暴力団組事務所明渡 しや暴力団等に対する損害賠償請求等の民事訴訟費用、

暴力追放・薬物乱用防止活動において受けた財産的被害の修復費用を無利子で

貸付け支援する。

ウ 被害者見舞金の支給

暴力団員又は薬物乱用者か ら傷害等の被害を受けた被害者に見舞金を支給

する
^

(4)監視活動

ア モニター委嘱及び会議の開催

暴力迫放・薬物乱用防止活動に理解 と熱意のあるモニターを選定の うえ、委

嘱 し、併せてモニター会議を開催する。

イ モニターの情報収集及び支援

地域の暴力団の実態及び薬物乱用の現状等に関する要望意見を収集 して事業

に活用するとともに、監視活動を支援する。

(5)関係機関、団体等 との連絡及び協力支援活動
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県警察、県、市町村、地域・職域暴排組織、民暴委員会等との連絡を密にし、

暴力追放や薬物乱用防止に関する情報交換、講演、講習、広報等について、各種
の協力支援活動を行う。

(6)表彰の実施

暴力追放・薬物乱用防止活動に頭著な功労のあった団体、個人に対して表彰を

'f丁 つ。

(7)各種情報及び資料の収集並びに調査研究

ア 情報資料の収集及び提供

新聞等の公刊物に掲載 された暴力団関係情報、不当要求事例等の情報を収集

し、関係団体及び企業などに対 して、必要な情報提供を行 う。

イ アンケー ト調査の実施

不当要求防止責任者講習において、受講者に対 しアンケー ト調査を実施 し、

その結果を各事業に反映 させ る。

(8)少年に対する暴力団の影響排除活動

ア 影響排除活動

県警察及び関係機関団体等と連携 し、少年の暴力団加入阻止や覚せい剤等の

薬物乱用防止活動を実施する。

イ 広報資料の作成配布

暴力団の少年に及ぼす影響を排除するための広報資料を作成 し、キャンペー

ンをはじめ少年指導委員研修時や学校教育関係者等に配布する。

(9)暴力団離脱者等を支援する活動

ア 援助費の支給

暴力団から離脱 した者、又は暴力団からの離脱意志を有する者に対 し、一時

的な宿泊費等や社会復帰を支援するため、就労及び身辺保護に要する費用を支

給する。

イ 埼玉県暴力団離脱者社会復帰対策協議会に対する支援

○ 暴力団離脱者等の円滑な就労対策等を推進するため、埼玉県暴力団離脱者

社会復帰対策協議会への支援を行 う。

○ 暴力団離脱者雇用給付金の支給

暴力団離脱者の雇用を支援するため、離脱者を一定期間雇用 した事業所に

対 し、雇用給付金を支給する。

(10)暴力団の事務所の使用により付近住民等 (付近において居住 し、勤務 し、その

他 日常生活又は社会生活を営む者をい う。)の生活の平穏スは業務の遂行の平穏

が害 されることを防止する活動

暴力団事務所の付近住民等から事務所使用差止請求の委託を受けた場合は、警

察、民暴委員会弁護士等 と連携 し、.当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の

行為を行 うなど、暴力団事務所の使用により、付近住民等の 日常生活又は社会生

活の平穏が害 されることを防止する。

(11)不 当要求防止責任者講習

公安委員会から委託を受け、事業所や行政機関等から選任 された不当要求防止

責任者に対 して、不当要求防止責任者講習 (選任・定期)を 実施する。

(12)少年指導委員に対する研修

県警察少年課 と連携 し、県公安委員会が委嘱 している少年指導委員の研イ|夕 (委

嘱時研修・定期研修)において、暴力団から少年を守るための講習を実施する。

(13)不 当要求情報管理機関への支援

不当要求情報管理機関から援助の申出があったときは、不当要求による被害を
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防止する方法について資料を提供し、又は助言をするなど、その申出内容に応じ

た支援を行う。

4 収支計画

5 県財政支出

牟1 目

R4年度 (見込み ) R5年 度 R6年度 R7年度

金額 (千円) 金額 (千円) R4対比 金額 (千円) R4対比 金額 (千円) R4ま寸上ヒ

収   益

13,961 100.00 13,961 100.00 13,961 100.00 13,961 100.00

12,680 100.00 12,780 100,79 12,880 101.58 12,980 102.37

Oυ 0 100,00 500 82.64 500 82.64 .ヽ 00 82.64

9,860 100,00 8,740 88.64 8,740 88.64 8,740 88.64

136 100.00 195 143.38 195 143.38 195 143.38

経常収益計
37,242 100.00 36,176 97.14 36,276 97.41 36,376 97.67

費   用

23,628 100.00 29,009 122.77 29,245 123.77 28,966 122.59

13,887 100.00 13,491 97.15 13,592 97.88 13,219 95.19

経常費用計 87,515 100.00 42,500 113.28 42,837 114.19 42,185 112.45

当期経常増減額 △273 /へ、6,324 ∠、6,561 /ゝ 5,809

正味財産期末残高 1,137,819 100,00

科 目

R4年度 八0ユ1~がそ R6年 度 R7年度

金額 (千日) 金額 (千円) R4文|}ヒ 金額 (千円) R4文寸上ヒ 金額 (千円) R4対比

補 助 金 0% 0% 0% 0%

0.00 0,00 0 00 0.00

委 託 費
9,860 100.00 8,740 88.64 8,740 88.64 8,740 88.64

5,530 100.00 6,168 111.54 6,168 111.54 6,168 111.54

4,330 100,00 2,572 59,40 2,572 59.40 2,572 59,40

県財政支出合計
9,860 100.00 8,740 88.64 8,740 88.64 8,740 88.64

ｒ
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6 組織・役員数

7 改革への取 り組み

(1)事業の効率化、合理化

治安維持の一翼を担 う当センターの重要性は益々高ま りを見せる一方で、事業

費の確保が困難化 しているが、県民の期待に応えるため、優秀かつ専門的知識を

有する職員の確保、育成に努めるとともに、個々の事業について、質と量を維持

しつつ、事業全般を見直 しながら、一層の効率化、合理化を図る。

(2)財政基盤の健全化方策

当センターの活動にかかる情報発信をあらゆる機会を通 じて実施 し、県民をは

じめ、関係機関・団体等に対 して、寄附金や賛助会への加入促進など、事業費確

保につながる活動を積極的に推進 し、財政基盤の健全化を図る。

6

項  目

R4 R5 R6 R7

人数 人数 対R4年度比 人数 対R4年度比 人数 対R4年度,`

常勤役員 100% lUUカ 100% 100%

1′ in鉱 100% 100% 100%

常勤職員
b 上υυh 0 lυυカ 0 100% b 100%

100% 100% 100% 3 100%

2 100% 2 100% _` 100% 2 100%

非常勤職員

人件費 (千円) 26,858 26,650 27,000 26,348

71.59 62,71 63.03 62.461支 出に占める割合


